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教育委員会定例会(８月)会議録 

日  時 令和２年８月３１日（月） １４時００分～１５時２５分 

場  所 久留米市役所 ２０階 第３委員会室（テレビ会議） 

出席委員 井上 謙介（教育長） 喜多村 浩司（委員） 

江頭 理江（委員） 緒方 麻美（委員） 

中野 浩美（委員） 内村 直尚（委員） 

事務局  秦 美樹（教育部長）   平田 敬一（教育部次長） 

田中 勝昌（学校教育改革担当次長）松本 良一（教育センター所長） 

川上 喜美子（学校施設課長）   渡辺 唯希（学校施設課計画主幹） 

薄 弘典（学校教育課長） 

榊 悟（学校教育課学務主幹兼学校規模対策主幹） 

吉山 修一（体育スポーツ課長）  水島 秀雄（文化財保護課長） 

議  案 

第４８号議案 南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に係る意見

の申出の臨時代理について 

第４９号議案 財産（学習者用コンピュータ端末）の取得に係る意見の申出の臨時代

理について 

第５０号議案 久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託契約締結

に係る意見の申出の臨時代理について 

第５１号議案 久留米市スポーツ推進委員の委嘱について 

第５２号議案 令和２年度教育費９月補正予算に係る意見の申出の臨時代理について 

協議事項 

（１） 令和２年度久留米市教育施策要綱（案）について

報告事項 

（１）教育委員会後援事業等に関する報告

（２）令和２年度トップアスリート支援事業「強化指定選手」の認定について

（３）令和２年度有馬記念館第２回企画展「有馬入城前夜シリーズⅡ－小早川・田中の

時代」ご案内

（４）新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえた学校行事の対応について
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議案 

第４８号議案 南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変更する契約締結に係る意

見の申出の臨時代理について 

教育長 ただいまから、「久留米市教育委員会８月定例会」を開会いた

します。 

それでは、議案の審議に入ります。 

「第４８号議案 南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変

更する契約締結に係る意見の申出の臨時代理について」につい

て、この議案について、事務局からの説明はありますか。 

 

事務局 

 

≪議案説明≫ 

 

教育長 事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 

 

教育長 

 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第４８号議案 南小学校校舎増築工事請負契約の一部を変

更する契約締結に係る意見の申出の臨時代理について」、この議

案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますようお願いしま

す。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

教育長 

 

賛成全員であります。よって、第４８号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、「第４９号議案 財産（学習者用コンピュータ端末）の

取得に係る意見の申出の臨時代理について」を議題といたしま

す。 

 

第４９号議案 財産（学習者用コンピュータ端末）の取得に係る意見の申出の臨時代

理について 

教育長 

 

この議題について、事務局から説明はありますか。 

 

事務局 ≪議案説明≫ 

 

教育長 

 

事務局からの補足説明は終りました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

Ａ委員お願いします。 
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Ａ委員 プロポーザルの結果について、第１位は、西日本電信電話株

式会社と記載してあるが、２位はＡと記載してあります。実名

がでていないことについて何か意味があるのですか。 

 

事務局 市のルールとしてプロポーザルを行った結果、１位について

は公表させていただいていますが、それ以下については、公表

していないためアルファベットで表記しています。 

 

Ａ委員 そのようにする意味は何でしょうか。 

 

事務局 得点を付けていますので、非公表としています。 

 

Ａ委員 １位に決定していないところは名前を伏せておくということ

でよいですか。 

 

事務局 

 

そのとおりです。 

 

教育長 

 

その他、ご意見ご質問はありませんか。 

Ｂ委員お願いします。 

 

Ｂ委員 取得する機種について、ASUS社製の Chromebookと記載してい

るが、第２位については、機種も違うものでしょうか。 

 

事務局 

 

第１位の西日本電信電話株式会社が提案してきた機種が ASUS

社製の Chromebookであり、第２位は、違うメーカーの Chromebook

の提案があったところです。 

 

教育長 

 

その他、ご意見ご質問はありませんか。 

Ａ委員お願いします。 

 

Ａ委員 資料には、取得する財産について、合計 16,234台で、全児童

の３人に２台分と記載しています。元々１人に１台を目指して

導入するものであったと思いますが、３人に２台分というのは、

暫定的なものですか。それともこれで完了ということでしょう

か。 

 

事務局 

 

今回の財産の取得については、国のＧＩＧＡスクール構想に

基づく、３人に２台分の補助を受け、この台数を計上していま

す。 

ご指摘の３分の１の児童生徒分については、別途国から地方
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財措置が行われているので、久留米市独自の予算で補正予算に

計上しており、近日中に入札の手続きに入る予定となっていま

す。 

 

Ａ委員 結果的には１人に１台となるのですか。 

 

事務局 

 

１人に１台を目指していくようにしています。 

 

教育長 

 

その他、ご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 

 

教育長 

 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第４９号議案 財産（学習者用コンピュータ端末）の取得

に係る意見の申出の臨時代理について」、この議案に賛成の方

は、〇の札を挙げていただきますようお願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 

 

賛成全員であります。よって、第４９号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、「第５０号議案 久留米市立学校校内情報通信ネットワ

ーク環境整備業務委託契約締結に係る意見の申出の臨時代理に

ついて」を議題といたします。 

 

第５０号議案 久留米市立学校校内情報通信ネットワーク環境整備業務委託契約締

結に係る意見の申出の臨時代理について 

教育長 

 

この議題について、事務局から説明はありますか。 

 

事務局 ≪議案説明≫ 

 

教育長 

 

 

この議案について、ご意見やご質問はございませんでしょう

か。 

Ｂ委員お願いします。 

 

Ｂ委員 

 

授業を行っていくにあたって、何らかのソフトやプラットホ

ームが必要になってくると思うが、例えば、大学では、グーグ

ルシートファイルテーションを使用しており。他のところでは

Moodle などを使っています。そういうものを入れて、授業を行

っていくのが必要であるかと思いますが、それらを導入するた
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めの費用は考えているのでしょうか。 

 

事務局 

 

端末は、Chromebook を利用することから、授業を行う際のプ

ラットホームについては、Google for Education を導入する予

定としています。それ以外にも、学習ドリルなどが一定必要に

なってくるかと思いますので、そのような予算については、別

途検討させていただきたいと考えています。 

 

教育長 

 

その他、ご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 

 

教育長 

 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第５０号議案 久留米市立学校校内情報通信ネットワーク

環境整備業務委託契約締結に係る意見の申出の臨時代理につい

て」、この議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますよう

お願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 

 

賛成全員であります。よって、第５０号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、「第５１号議案 久留米市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて」を議題といたします。 

 

第５１号議案 久留米市スポーツ推進委員の委嘱について 

教育長 この議題について、事務局から説明はありますか。 

 

事務局 

 

≪議案説明≫ 

教育長 

 

この議案について、ご意見やご質問はございませんでしょう

か。 

 

（全委員） （なし） 

 

教育長 

 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第５１号議案 久留米市スポーツ推進委員の委嘱につい

て」、この議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますよう

お願いします。 
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（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 

 

賛成全員であります。よって、第５１号議案を原案のとおり

承認いたします。 

 

次に、「第５２号議案 令和２年度教育費９月補正予算に係る

意見の申出の臨時代理について」を議題といたします。 

 

第５２号議案 令和２年度教育費９月補正予算に係る意見の申出の臨時代理につ

いて 

教育長 

 

この議題について、事務局から説明はありますか。 

 

事務局 

 

≪議案説明≫ 

教育長 

 

この議案について、ご意見やご質問はございませんでしょう

か。 

 

（全委員） （なし） 

 

教育長 

 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第５２号議案 令和２年度教育費９月補正予算に係る意見

の申出の臨時代理について」、この議案に賛成の方は、〇の札を

挙げていただきますようお願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 賛成全員であります。よって、第５２号議案を原案のとおり

承認いたします。 

以上で議案の審議については、全て終了いたしました。 

ありがとうございました。 

次に協議事項に入らせていただきます。 

 

協議事項  

（１）令和２年度久留米市教育施策要綱（案）について 

教育長 

 

協議事項「（１）令和２年度久留米市教育施策要綱（案）につ

いて」を議題といたします。 

この議題について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ≪事務局説明≫ 

委員の皆様へ施策要綱（案）を送付し、それに基づきご意見
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をいただき、それを反映した形で次回議案として提案すること

になります。 

 

教育長 

 

これについて、ご意見やご質問はございませんでしょうか。 

 

Ｃ委員 

 

協議を行わずに次回議案に挙げることになるのですか。 

協議がないのであればそれなりのコミュニケーションが必要

になると思います。 

 

事務局 今回は、概略の説明にとどまっていますので、施策要綱（案）

について意見をいただいた分については、委員の皆様とも共有

しながら、反映する形で作成し、次回議案として提案させてい

ただきたいと考えています。 

 

Ｃ委員 これまでと違った形の協議を行いながら、来月の委員会で議

案として審議するということでよいでしょうか。 

 

事務局  そのようにさせていただきたいと考えています。 

 

教育長 

 

その他、ご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 

 

教育長 ないようですので、次に報告事項に入らせていただきます。 

 

報告事項 

（１）教育委員会後援事業等に関する報告 

（２）令和２年度トップアスリート支援事業「強化指定選手」の認定について 

（３）令和２年度有馬記念館第２回企画展「有馬入城前夜シリーズⅡ－小早川・田中

の時代」ご案内 

（４）新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえた学校行事の対応について 

今後のスケジュール 

○ ９月定例会：９月３０日（水）９時３０分～１１時 

〇 ９月総合教育会議：９月３０日（水）１１時～１２時 

○ １０月定例会：調整中 

 

教育長 

 

 

 これで全ての審議が終了しました。 

以上をもちまして、久留米市教育委員会７月定例会を終了い

たします。 

 


